
倉敷商工会議所
地域と協働する商工会議所を

目指しています。

お問合せ先

T E L  086-424-2111　F A X  086-426-6911〒710-8585
倉敷市白楽町249-5

※お申込みいただいた方には、セミナー参加用ＵＲＬを９月14日(火)頃よりメールで配信いたします。
※個人情報を当セミナーの連絡以外に利用したり、第三者に提供することは一切ありません。
※ご記入頂いた情報は商工会議所で責任を持って管理します。これらの情報は商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用し、他の目的には使用しません。

《ＱＲコードからお申し込み》

河合中小企業診断士・社会保険労務士事務所

代表 河合 正尚 氏

 講 座 内 容
１． インボイス制度とは
２． インボイス制度導入のスケジュール
３． インボイス方式に変わることによる
 影響と対策
４. インボイス制度は免税事業者こそ影響
 が大きい
５. 電子帳簿保存法とは

日　時： 2021年９月21日（火） 14：00～ 16：00
定　員： 80名
対　象： 当所管内小規模事業者等
会　場： オンライン開催（Ｚｏｏｍ）
環　境： インターネットに繋がるパソコン、
 スマートフォン、タブレット等が必要です。
締　切： 2021年９月10日（金） 17時まで
 ※定員に達し次第、締め切ります。

右のＱＲコードを読み込んでお申し込みください。

《ホームぺージからお申し込み》 倉敷商工会議所

倉敷商工会議所 中小企業相談所

制度改正に伴う専門家派遣等事業 【主催】倉敷商工会議所

インボイス制度オンライン講習会

2023 年 10月インボイス制度導入により
請求書完全電子化の浸透についても解説！

E-MAIL soudan@kura-cci.or.jp

お申込みはQRコードもしくは当所ホームページから

全事業所必聴
!!

免税事業者の方は特にお気を付けください！
対応しないと今の取引先と取引停止の
恐れがあります！

２０２１年９月21日（火） １４：００～１６：００

参加
無料

　軽減税率制度と同時に規定されたインボイス方式の導入は、2023 年 10 月１日から施行される予定です。
このインボイス方式とは、従来の区分記載請求書等（10％と８％に区分して記載した請求書等）に代えて、
インボイス（税額票）である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。
　この「適格請求書等」を発行するには様々な義務を負うこととなります。本講習会では、インボイス方式の
概要から実務上対応のポイントについて、電子帳簿保存法とあわせ分かりやすく解説いたします。

会計事務所・製薬会社・名古屋のＩＴベンチャーなど４社を経験｡中堅
ＩＴ企業の管理本部副部長を経て独立。その中でいくつもの倒産や合
併を経験し、業務改善からインターネット通販サイト立ち上げ運用・
決算業務・資金繰り・人事採用・各種銀行交渉・管理会計・制度会計・販売・
販売管理・マーケティングなど様々な業務を経験する。

倉敷商工会議所会報令和３年８月号付録

かわ　い　　まさ なお


